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はじめに 
 
 「規制緩和」「規制撤廃」の大合唱が経済活性化への決定打のように鳴り響く。自由化、

民営化の波が、体制の如何を問わず、押し寄せたのは 1980 年代のこと、一般均衡論を

M･L･ワルラスが確立したとすれば、優に一世紀以上になる(1)。とは言え、「完全競争モ

デル」の効率性が成立するのは無条件ではなかった筈だ。それを成立させる「４条件」

が実現不可能な仮説でしかないとすれば、｢完全競争モデル」の効率性も仮説となるが、

｢規制緩和」を唱える向きにこの事実が意識されているであろうか。また、「効率と平等」

を約束する「完全競争モデル」に超過利潤はなく、経済行為は「不完全競争」要因の独

占に成立するのであれば、経済行為自体の中に「効率と平等」から乖離する原理が内包

されていることになるが、この事実がどれ程自覚されているであろうか。「独占」が競争

市場の撹乱要因なら「外部性」も同様である。いかなる経済行為にも「外部経済」の介

在が避けられないとすれば、内部化の不可能性に起因する「資源・環境」問題も破局を

回避できない筈だが、事の深刻さはどれ程自覚されているであろうか。これら人類の命

運を左右する現代の課題は、余りにも厖大輻輳したものであって、本小論の対象となし

得るものではないが、事態の混迷度・遅滞度からも、問題把握の骨子なりとも提示して、

打開策への一助とする意義は少なからざるものと思われる。敢えて小論を認める理由で

あるが、分析手法は、ただ論理整合性の要請を踏まえた概念整理だけである。 
 
 
 
 

[Ⅰ]「完全競争モデル」は「絶対平等原則」を前提としていることについて 
 
 
 「自由」と「平等」は二者択一であるかのような言説が一般化している。本当だろうか。

市場経済の効率性は「完全競争モデル」の効率性に証明されているとされているが、それ

が各経済主体の「絶対平等原則」を前提としていることがどれ程自覚されているだろうか。

本第［Ⅰ］節では、「自由」と｢平等」の一体不可分性を、⑴ 観念レベルで検討し、⑵「完

全競争モデル」に確認したい。 
 
 
１．「自由」な人間主体は、相互に「平等」であることを前提としていること 
 人間主体の主体性は、究極的には自己に対する主体的関係にあることは言うまでもない

が、他者に対する関係においても成立していなければならない。最も単純化して表現すれ

ば、他者の「自由」を認めない自己の「自由」は自由ではない訳で、従って、「（自己の自

由と他者の自由を共に認める）平等なくして自由なく」、「（自他の平等に裏付けられた）自

由なくして平等なし」という、不可分的関係にこそあれ、決して二者択一的関係にはない。
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それではなぜ「自由か平等か」という論法が罷り通ってきたのだろうか。きっぱり断言し

ておかねばならないことだが、それは彼等の分析枠組が十全なものではなかったからで、

どの体制に与する者であるかを問わず、彼等の説く「自由」は真の自由ではなく、彼等の

説く「平等」は真の平等ではなかったからである。 
 市場経済体制の成立要件とされている「私的所有制」或いは「私有財産制」にこの事実

を例示しておこう。生産資源への私的権利が市場経済の法的前提であることは同義反復的

規定であるが、これへの担保は、通常、「法の下の平等」或いは「機会の平等(2)」である。

それは、社会的資源の獲得機会が、各個々人の生得的要因の差異によらず、法によって平

等に提供されていることを意味するが、この「機会の平等」の利用可能性は、生得的要因

の差異に依存しているのであるから、「生得的要因」という既得権益を平準化することなし

には、「機会の平等」は空文となる(3)。既得権益自体が権利の裏付けとならないことは明白

である。なぜなら、彼が宮殿に生まれ、わたしが荒屋に生まれたことが事実であり、また、

彼が健常者として、私が身障者として生まれたことも事実であったとしても、彼が宮殿に

生まれなけらばならなかった理由を、また、私が身障者として生まれなければならなかっ

た理由を、何らかの宿命論を採る者でない限り、提示できる論者はない筈なのだから。権

利なくしてタマタマそこにあったモノを独占排他的に専有することは「私物化」であり「略

取」である筈だが、「私的所有権」の無条件的肯定論者はこれを行って怪しまない。かかる

肯定論者は徹底した宿命論者、凡ゆる既得権益の無条件的擁護論者であることも明白であ

る。なぜなら彼らは、「機会の平等」を利用できた者が「能力がある者」（応能原則に相応

しい者）であり、利用できなかった者が「能力のない者」と見なしているからである。 
 ｢平等なくして自由なく｣「自由なくして平等なし」、この原則は観念レベルにおいても法

的権利義務関係においても、論理整合性の求める鉄則であるが、市場経済の効率性を唱え

る経済学の主流に、これがどれだけ認識されているのかが、次に確認しなければならない

ポイントである。 
 
 
２．一般均衡理論の中心原理「完全競争モデル」が「絶対平等原則」を前提としていること 
 市場経済の効率性は「完全競争モデル」に成立し、新古典派経済学の中心命題である競

争均衡は 
「パレート最適であり、任意のパレート最適点は、経済主体間の資源の再分配を適当に

すれば、つねに競争均衡として達成できる(4)」 
というものだった。田村・夏目の敷衍するところを借りれば「完全競争のもとで各経済主

体は、価格支配力をもたない価格受給者 price taker であって、諸生産物、生産要素の市

場価格を所与として受け取り、それに対応してそれぞれの制約条件のもとで、各自の目的

関数の極大を目指して自らの需給量を調整し主体的均衡に達し、……市場における総受容

量と総供給量が均等化する……水準で市場均衡が成立する。」「このように市場価格をパラ

メータとして、生産効率条件は技術制約のもとでの利潤最大化の企業行動によって成立し、

生産と消費編成の最適条件は収支制約のもとでの効用最大化の家計行動によって実現する。 
一般均衡において各経済主体は、市場で需給を均等させる市場価格を媒介として、最適条

件を自動的に成立させるので、競争原理の最適性は明らかである(5)」と解説する。「完全競
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争モデル」においては、①消費者の効用極大 ②企業の利潤極大 ③市場均衡の三課題が同

時に充足され、資源の最適配分が達成される訳であるが、この最適性、効率性は、ここに

記した通り、一定条件の下に保証されるものであった。通常、４条件として指摘されると

ころを再掲すれば、 

 ⑴ 各市場において同質の商品を取引する売り手・買い手の数が非常に多く、しかもい

ずれの売り手・買い手も市場のサイズに比べて十分に小さいため、なにびとも財・サ

ービスの市場価格に対していかなる影響も及ぼしえない。 
⑵ どの売り手・買い手も市場（市場での取引機会）について完全な知識を有する。 
⑶ 経済的資源の移動は完全に自由であって、これに伴うコストがゼロである。 
⑷ 各市場への参入および退出が完全に自由である(6)。 

これらの条件は、それを結果する条件がいくつでもあり、それから起因する条件もいくつ

でもあるところから、何も４つに限ったものではないが、各条件が含意する特徴を少しく

列挙すれば、それらは次のようなものである。 
 ⑴ いかなる差別化も許さない一物一価の市場の前提であって、そこでは取引力に差が

あってはならないのだから、資産、資金、設備、実績、技術、規模、経営、労働、販

売、品質、技術開発力等々が皆均一、関係主体の意欲も能力も実力も全て均一となり、

超過利潤の生じる余地はない。端的に言って、いかなる差別化も許されないところに、

経済行為が成立するのか否かが問われなければならない。 
⑵ 全ての経済主体が完全情報を持っており、また、完全予見能力を具えている「知識

の完全性」という前提であって、これについて F･A･ハイエクは「われわれが利用し

なければならない状況についての知識は……すべての個々別々の個人のもつ不完全で

しばしば相互に矛盾する知識の切れ切れの断片としてのみ存在する(7)」との理由で論

難し、塩沢由典は、合理的行動の予見可能性について、情報取得にも時間、労力、資

金の代価が要るところから、人間の知識はごく限られた範囲のものでしかないことを

実証した(8)。この前提の充足可能性も現実的でないと言わなければならない。 
⑶ 資源の移動が完全自由で時間も費用も不要であるとの前提であって、これには「取

引費用論」と「組織の成立(9)」にその反証が明らかであろうが、ならば、すでに最適

状態は実現しており、経済行為も不用である筈との論難にも、本条件の現実味が問わ

れている。     
 ⑷ 新規参入・退出の自由の前提については、前項同様、組織・企業の存在自体が疑義

を挟んでいるが、グローバリゼーションの著しい現代にあって最も明白な反証は、労

働力移動の国際障壁であろう。これは「南－北」間の自由移動が先進諸国の既得権益

を一夜にして放棄させる、底辺への均一化を招くためである。この条件の実現可能性

は絶望的と言わなければならない。 
以上に垣間見られるように、「完全競争モデル」を成立させる４条件は、全経済主体が市場

に対して「完全平等原則」を保持していることを意味し、これによって各経済主体の自由

が保証されるものとなっている。これら４条件が実際に実現可能なものかどうかは、今一

つの重大な問題であって、改めて問われなければならないが、「完全競争モデル」に関する

限りその効率性は「絶対平等原則」の実現が不可欠の前提条件となっている。「市場経済の

効率性」は「完全平等原則」と乖離して成立しないこと、換言すれば、経済モデルにおい
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ても経済行為自体においても、「自由と平等」「効率と公正」は一体不可分離の関係にある

ことは、強調しても強調し過ぎることのない事実である。 
 
 
 
 

[Ⅱ] 経済行為の根拠は「完全競争モデル」によらず、 
     「不完全競争モデル」的要因の独占によることについて 

 
 
１．経済行為は「完全競争モデル」に依拠できないこと 
 「完全競争モデル」によれば、「市場が完全競争(純粋化)ないし原子的構造（atomistic 
structure）に近づけば近づくほど競争は促進され、資源配分は効率的となる(10)」はずであ

った。しかし、「現実の産業にこれを適用して、たとえば鉄鋼、自動車、石油のような産業

をばらばらに細分化し、原子状の市場構造を実現すれば（これ自体、おそらく実現不可能

に相違ないが）、規模の経済性がいっさい享受できなくなり、生産コストの急上昇、生産量

の激減をまねくであろう。大規模な技術革新も期待できず、その経済成果はかえって劣悪

になるに相違ない｡(11)」「現代の技術水準を前提に規模の経済性を享受しうる企業規模を想

定するかぎり、近代産業の大部分について原子的市場構造は現実不可能であり、かつ技術

的効率性の点からも、そのような構造は…望ましいとはいえない｡(12)」その理由を端的に

指摘すれば、「絶対平等原則」の支配するところには差異差別は払拭されて「超過利潤」の

契機が消滅しているからである(13)。これが、政策目標としては「完全競争はただに不可能

であるばかりでなく、劣等なものであり、理想的能率のモデルとして設定されるべきなん

らの資格をも有しないものである(14)」と言われる所以である。 
 
 
２．経済行為は「不完全競争」的要因の独占に成立すること 
 経済行為が「完全競争モデル」に成立しないとすれば、不「完全競争モデル(15)」による

ことになるが、それをシュンペーターは次のように説明する－ 
  「およそ資本主義は、本来経済変動の形態ないし方法であって、けっして静態的では

ないのみならず、けっして静態的たりえないものである。……資本主義のエンジンを起

動せしめ、その運動を継続せしめる基本的衝動は……不断に古きものを破壊し新しきも

のを創造して、たえず内部から経済構造を革命化する産業上の突然変異（であって、）こ

の「創造的破壊」（Creative Destruction）（と表現される）課程こそ資本主義について

の本質的事実である。……教科書的構図とは別の資本主義の現実において重要なのは、

……新商品、新技術、新供給源泉、新組織型（たとえば支配単位の巨大規模化）からく

る競争である。―この競争は、費用や品質の点における決定的な優位を占めるものであ

り、かつまた現存企業の利潤や生産量の多少をゆるがすという程度のものではなく、そ

の基準や生存自体をゆるがすものである(16)。」 
シュンペーター、そしてシカゴ学派等、「完全競争」否定派(17)、の説くところによれば、
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市場経済の発展原理は比較優位性を付与する「不完全競争」要因の独占にあり、これがビ

ジネス･チャンスと超過利潤の源泉である。経済行為が、絶対平等原則に基いて「効率と平

等」を保証する「完全競争モデル」にではなく、「独占」等を許容する「不完全競争モデル」

に依拠するのであれば、経済行為は「効率と平等」原理にではなく、不可必然的に、「非効

率と不平等」原理に成立していることになることは、強調しても強調しすぎることのない

重大なポイントである。 
 
 
３．「完全競争モデル」は経済活動の究極完成態であること 
 「完全競争モデル」は新古典派経済学における一般均衡理論の基本的命題である。それ

にも拘わらず、経済主体のいかなる行動指針とも政策目標ともならないとすれば、それは

「完全競争モデル」のいかなる性格によるものかを問わなければならない。 
 先ず、「『完全』競争とは実際、すべての競争的活動の不在を意味する(18)」というのが第

一の特徴である。それは「理想状態とされる『競争均衡』にあっては、均衡価格に落ちつ

くから、価格をめぐる競争が存在しないことになり(19)」、従って、「完全競争の理論が論じ

ていることは『競争』とよばれてしかるべき権利をもたない(20)」からである。非競争的モ

デルであることは静態的モデルであるとも別言される(21)。ところで静止状態には、競争以

前の初期値と競争完了後の二様がある筈であるが、パレート最適を達成した競争均衡は、

当然、後者でしかない筈で、まさしく「究極完成態」となるが、最早「改善の余地のない」

最適値には競争も変動もあり得なくなり、決して到達することのない非現実的状態となる。

均衡価格は、常に、未到達な値であって、実際にはいかなる経済主体にも未知の非現実的

値である。なぜならそれは、実際には決して収斂することのない競争過程を、既に完結し、

既知のものとなったかのようにみなしたものだからである。要するに、全競争過程が均衡

態に達した究極完成態という理想態は非現実的想定であって、この非現実性は「完全競争

モデル」が前提としていた「絶対平等原則」のそれに共通する第二の特徴である。 
 このように記してくれば、あたかも、究極完成態は不用不実なものとの印象を与えかね

ないが、実際には必要不可欠な分析・評価の要件であることを(22)、ここに指摘しておかね

ばならない。観念レベルの分析に立ち返ることを許されれば、人間でも、社会でも、教育

でも、そこに認められる具象具体的な「モノ（現象）」が「それ」として規定されるために

は、「人間とは」、「社会とは」、「教育とは」という、一定の「思い入れ」を共有していなけ

ればならない。「思い入れ」とは「あるべき観念」とも、「理想的観念（理念）」と言っても

よいし、今少し具体的に「各観念を規定する諸要件」と言ってもよい。勿論、「あるべき観

念」「理想的観念」は、常に、当座の暫定的なものでしかないが、いかなる事物（事実）の

定立にとっても不可欠の要件である。「観念」「理念」を懐いている者だけが、そこに認め

られる「モノ」を「人間」「社会」「教育」と規定でき、また、「それ」らがどれ程「あるべ

き」「人間」「社会」「教育」に近いか否かを判断できるからである。究極完成態は非現実的

な理想態であって、行動指針とも改革目標ともならない面があるとはいえ、やはり、分析・

評価の要件としては必要不可欠なのである。なぜなら、「観念なくして事実なく」「理念な

くして現実なし(23)」なのだから。 
 以上に寸描した「（理想的）観念」の意義役割に、「究極完成態」としての「完全競争モ
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デル」が、「効率」「平等」「独占」「外部性」等々、「不完全競争モデル」的要因の成立根拠・

評価基準として必要不可欠であることが了解されることと思う。必要不可欠なものとはい

え、「完全競争モデル」の制約・矛盾については重々留意しなければならない。なぜなら、

｢完全競争理論は、絶えず変化してやまない現実にあっては、到達されることのない長期的

均衡の問題に焦点をおいた(24)｣モデルであった。常に動態的である競争過程を完結した静

態的均衡態と想定することには、「未知のもの」を「既知」とし、「未完のもの」を「完了

したもの」と、「個の視点からしか理解・行動できないもの」を、「個々を統合した全体と

しての視点から理解・行動できるもの」と、「決して到達できない究極態」を「既に到達し

た現実態」……とみなす飛躍が存在し、そこには「『競争過程の効果として説明さるべき状

態』を『初めから存在する所与(25)』として仮定してしまった(26)」矛盾が露呈する。そして、

「完全競争モデル」の最大の飛躍は、「絶対平等原則」という「厳格な条件下に初めて定立

され得る」「効率と平等」命題を、あたかも、「無条件で成立する」かのように見なしてし

まったところにある。なぜなら、J･M･クラークが忌憚なく指摘するように、その実現が絶

対不可能な「絶対平等原則」を実現可能と見なすことなくしては、 
  「完全競争は現実には存在せず、存在することもできず、おそらくいまだかって存在

したこともなかった(27)」 
のが事実なのだから。 
 
 
４．「不完全競争」的要因に経済行為の根拠があることについての要約 
 「市場構造」における「集中度」「参入障壁」「製品差別化」、また、「市場行動」におけ

る「価格政策」「製品政策」「強圧政策」などの要素は、競争を活性化させる日常的施策で

はあるが(28)、これら「独占」的要因は全て「完全競争モデル」の撹乱要因であった。経済

行為が依拠しなければならない「不完全競争」的要因の独占は、「完全競争モデル」が保証

する「効率と平等」原理からの乖離をもたらし、しかもこれは、経済行為がその成立根拠

として「非効率と不平等」原理を構造的に内包していることを意味している。以上の要旨

に関連するいくつかの帰結を要約しておくことは適当ではないかと思われる―― 
 ⑴「競争均衡はパレート最適であり、任意のパレート最適は、経済主体間の資源の再配

分を適当にすれば、つねに競争均衡として達成される(4)」という「厚生経済学の基本定

理」は、各経済主体の効用・利潤を極大化し、市場均衡を充足して、資源の最適配分を

達成すると理論的に証明しており、「４条件」の成立を前提できる限り「完全競争モデル」

の効率性は、従来通り、尊重される。 
⑵「絶対平等原則」に相当する ⑴ についての「４条件」は、「完全競争モデル」が約束

する「効率性」が「絶対平等原則」を前提として成立することを意味しているが、「４条

件」は非現実的で相互に矛盾さえ含み、その実現が不可能な仮設であるところから「完

全競争モデル」の「効率性」も成立しない。 
⑶「完全競争モデル」の「効率性」を「４条件」の実現不可能性を伏せたままで主張す

ることは、論理整合性を欠き、科学者としての良心が問われる非科学的暴挙である。 
⑷「完全競争モデル」が非現実的で、「行動指針」とも「政策目標」ともなり得ない「究

極完成態」であるとすれば、経済行為の実際は、何らかの「独占(29)」による逸脱を許容
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する「不完全競争モデル」に従って行われていることを意味し、これは「効率性」をも

「平等」をも保証するものではない。これは経済行為が、構造的に、「効率性」とも「平

等」とも相反する原理を内包していることを意味するが、どれ程相反するかの程度につ

いては、実際の経済行為の依拠する「不完全競争モデル」がどれ程「完全競争モデル」

から乖離しているかの程度によることである。 
 
 
 
 

［Ⅲ］経済活動に「外部経済」の介在が不可避的なら、 
［S D］の実現は不可能であることについて 

 
 
「持続可能な開発 Sustainable Development-SD-」の実現こそ人類死活の「最重要課題

(30)」と言われる。「SD」は、外部経済の内部化が完了されれば実現されるのであれば、論

理的には実現可能な課題であるが、経済活動に外部経済の介入が不可避的なら、原理的に

実現不可能な課題であって、人類はその経済活動と共に破滅への道を進むこととなる。外

部経済は「完全競争モデル」を撹乱する今一つの要因であることが、本節を並記する理由

であるが、それではなぜ外部経済の存在が不可避的なのかを中心に少しく検討したい(31)。 
 
 
１．「持続可能な開発」原理の特徴 
 「均衡概念」は常に経済学の中心概念であり続けたと言えようが、『成長の限界(32)』(1972)
以来、人間活動の限界への意識が高まり、「地球サミット」(1992)以降、ついに、「SD」の

実現は人類社会の政治的課題となった。 
 従来、「永続的開発可能性」とされてきた「SD」の基本的性格を、H･デーリーは「均衡

状態」で把え直し、これを、再生可能な資源、不可能な資源、環境汚染物質の各々につい

て、アウト・プットがイン・プットを上回らない「再生可能性」の概念でもって表現した

(33)。次いで「ブルントラント報告(34)」は「世代」という計算可能な枠組を導入して、「永

続的開発可能性」を「世代間の平等な開発可能性」として再定立し、同時に、即物的“環

境主義”“生態主義”“資源主義”に代えて、「SD」原理の確立が人間主体のグローバル主

体形成に関わる主題であることを明示した、これは、「世代内」の平等を権利義務とする者

だけに「世代間」の平等が権利義務となるところから、｢SD｣原理の最終基本単位が個々人

としての人間主体にあることを宣言したことに相当し、また、この基本単位の当然の帰結

として、人間主体の尊厳と平等に抵触するいかなる制度機構も、改変撤廃されねばならな

いことを要求する。 
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２．「外部（不）経済の内部化」は「均衡状態の回復」に相当する 
 A･マーシャル、A･C･ピグー、R･F･カーン(35)等によって順次理論化された外部（不）経

済とは「経済的営為の中で、市場取引（内部経済）外のものとして処理された（非）資源、

或いは、その（不）効用のもたらす（非）経済性(36)」と定義づけられる。呼吸とか燃焼に

対する空気とか酸素のように、往々にして、意識されているかいないかに拘わらず、或い

は、温暖化に対する森林効果とか、或いは、各種スケール･メリットのように意図的に利用

されているかいないかによらず、実際上経済行為に寄与しているにも拘わらず、市場取引

の対価計算外のものと見なされている経済効果のことである。註(36)に指摘した通り、規

模の効果はこの顕著な例である。外部経済と表現されるのは対価計算についてのことだけ

であって、経済行為には内在的であるにも拘わらず、何らかの権力格差によって(37)、いわ

ば“タダ乗り”が許されている効果であるところから、比較優位性と利潤創出の源泉とな

る。「外部経済を内部化する」とは、これら市場取引外のものとして処理された「不払いの

効果」を対価計算に再計上し、「再生可能性」に応じた対価支払いを実行して資源環境の「平

衡状態」を回復することに相当する。少なくとも概念上は、「不払いによって再生不可能に

陥った状態」を「支払いによって再生可能な状態」に戻すのだから、論理整合性は見事に

満たされ、「外部経済の内在化」の実行こそが「SD」確立の十分条件となる。論理的には

整合この上ない課題であるが、はたしてそれが可能か否かが重要なポイントである。 
 
 
３．（十全な）「外部経済の内部化」は実現不可能である。 
 この課題の実現不可能なのは、主として次の二つの理由によっている。 
 ⑴ 効用の全容を同定することはできない。 
 効用の特徴の一つに「顕在的―潜在的」「意識的―無意識的」「あるがままの―あるべき」

「市場取引内―市場取引外」……という分類がある。今、全ての効用を把握しなければな

らないとすれば、前者についてだけではなく、後者についてもその全容を把握しなければ

ならないが、それは可能とはならない。なぜなら、いかなる効用も適用枠組の数だけ発生

し、枠組追加は無限に可能だからである。しかも、「一つの原因からは無数の結果が生じ」

「一つの結果には無数の原因が先行する」とする多元的世界にあっては、責任負担の様式

も多様であって、一物一価の原則をはるかに超える原則を樹立しなければならない上に、

「温暖化」にしろ「オゾン層破壊」にしろ、そのメカニズムは今後の解明を待つものばか

りである。「トータル経済価値(38)」には全効用の同定が大前提となるが、これが原理的に

不可能な課題だとすると、それらの対価支払いも不可能な課題であることは自明であろう。 
 ⑵ 財・効用の利用可能性を付与する社会的属性は主体内在的で、相乗（殺）的に作用

する。医学部は誰でも受験できるからといって、誰でも入れる訳ではない。コンサート･

ホール、美術館、高速道路、海外旅行……も皆同様、各人の利用可能性によるとすれば、

利用可能性を捨象した「機会の均等」「法の下の平等」は意味をなさない。どんな国に、ど

んな家庭に、どんな社会に生を受けたかの違いは自由財、環境財、公共財の差異的利用可

能性を付与するが、これら社会的属性は偶有的（タマタマの）出来事で、その理由を示せ

る者はなく、権利でも義務でもないはずなのに(3)、それが既得権化し当然の権利となって、

各人の発達、活動、ライフ･スタイル、はては寿命迄をも左右する。生得的属性に獲得的属
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性が依存するのであれば、両社の偶有性に本質的な差異はない。勿論、社会的属性はモノ

自体ではなく、社会的地位・役割・資格・権限・権威等々、社会的位置に纏わる権利義務

の側面が各個々人に内在化したものと言えようが、これが各個々人に差異的に分布してい

る上に、財・効用の獲得と外部経済の取り組み機会を増幅する。持てる者は益々与えられ、

持たない者は持っているものまで取り上げられる相乗（殺）効果の鉄則が外部経済の恣意

的利用に反映される。 
 外部経済は、前項(1)の理由により、経済行為の存続する限り存続し、その恣意的利用は

社会的属性の差異的分布に依存する。社会的属性の平準化はその内在性によって不可能に

近い。なぜなら、それは主体内在的であるところから、虚偽意識の働きによって、その偶

有性が意識されないほど既得権化し、しかも、主体不可分的な属性の効果を平準化する方

法が、現時点では、見つからない。今一つの理由は社会的属性の相乗（殺）性であって、

それは権力格差の拡大へと進むから、「外部経済の内部化」の可能性は益々薄れ、変革への

実際上の主体となる持てる側の自覚の醸成は益々困難となる。とにかく、外部経済とは「市

場取引外のものとして処理された不払いの効果」であって、「SD」の実現は「不払いによ

って再生不可能に陥った状態」を「不払いによって再生可能な状態」に戻すのだから、論

理整合的な課題であるが、現行市場経済では、経済行為の成立根拠に外部経済の利用を想

定し、またそれは不可避的なものだから、経済活動が続く限り、「再生不可能性」も引き続

き増大することとなる。 
 
 
４．経済活動に外部経済の介在が不可避的であれば、「SD」の実現は不可能であることに

ついての要約 
 いかなる時点にあっても、目下意識され内部化されている効果はごく一部だけである。

そのような部分的な効果だけを手掛かりとして交換市場が成り立っているとすると、たと

え全ての事物が「私有化(40)」されたとしても（実際には不可能な課題だが）、これによっ

て外部経済の無限の世界が消える訳ではないのだから、全ての財・効果の「私有化」は問

題の解決にはならない。外部経済の存続は、人間の経済活動の続く限り続くから、「SD」

原理に対抗する「再生不能性」は、人間活動とともに増大する。外部経済を払拭できない

市場経済が続く限り、「SD」の実現は原理的に不可能となることに纏わる帰結のいくつか

を次に記したい― 
 ⑴「SD」の達成を、資源消費・環境汚染の「アウトプットがインプットを上回らない再

生可能性の範囲内での開発」と理解すれば、全ての人間活動が対価支払いを果たす外部

経済の「内部経済化」がなされれば、論理整合性は保たれ、達成可能となる。しかし、

これが次の利用により、可能とはならない。 
⑵ 対価支払いの対象とされている効用だけでなく、自覚され意識されている効用さえ、

全効用のごく一部であって、これでは全効用の同定も、内部化も覚束ない。なぜなら、

効用は設定可能な枠組の数だけを発生し、設定可能な枠組は、事実上、無限だから、効

用も、事実上、無限の数だけ定立可能で、これらを前以て定立することは不可能である。 
⑶ 財・効果の利用にかかわる「利用可能性」は社会的属性に左右されるが、それが主

体内在的要因であるところから、それらを個々人から分離して平準化することは至難の
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業である。 
⑷ 資源在庫、枯渇ペース、代替資源の開発、汚染メカニズムの全貌等々が解明され、

内部化の原則についても「汚染者原則」によるのか、「応能者原則」「受益者原則」によ

るのか、多くの解明合意が必要であるが、これが至難の課題である。 
 
 
 

まとめにかえて 
 
 市場経済体制における「効率と平等」、それに、「持続可能な開発」という現代社会が直

面する二大課題について、その実現可能性を中心に粗描した。課題の要点の幾つかを粗描

できたに過ぎないが、市場経済のメカニズムは危機回避の方策を提供していないことが明

らかとなった。中心命題は、経済行為の成立根拠である「独占」の存在も、資源枯渇・環

境汚染の源泉である「外部性」の存在も、いずれも「完全競争モデル」の競争均衡を逸脱

させる撹乱要因であって、しかも、経済行為には「独占」が、資源環境の利用には「外部

経済」が不可避的に介在するため、というのがその理由であった。 
 前者について強調しておかなければならないことは、現今の「規制緩和・撤廃」「自由化」

へのグローバル大の大合唱が、その理論的根拠としているのが新古典派経済学の「完全競

争モデル」であるということである。確かにこの「モデル」は各経済主体に最も効率的利

用を約束しはするが、既に見た通り、それは「絶対平等原則」に基くという、最も厳格な

条件付きのことであった。そのような「平等原則」を前提にして初めて「効率」が保証さ

れていた訳であったが、この前提は無視棚上げされ、結論だけが独歩しているのが実態で

ある。しかも「完全競争モデル」は「行動指針」とも「政策目標」ともなり得ないのだか

ら、「完全競争モデル」に背反する諸要素の独占によって経済活動は成立し、これが「完全

競争モデル」の保証する「効率と平等」にも乖離するものである筈なのに、あたかも「モ

デル」のスリ替えがなかったかのように、自由競争の実現が「効率と平等」を保証するか

のように喧伝されている。前提をひた隠しにし、モデルをスリ替えて平然としている科学

者は非科学的イデオローグであり、前提を棚上げにしてその帰結だけを説く科学は非科学

的な暴挙以外の何物でもないと評すべきではなかろうか。 
 「効率と平等」そして「持続可能な開発」という人類の命運を決する両課題とも、市場

経済に依拠し続ける限り、その解決原理は出てこないというのが、本稿全般についての帰

結である。 
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